
〇平成２９年度　倉吉体育文化会館　スポーツ教室　実施状況

期 回数 備考

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10

ー 5 申込者なし

ー 10

ー 5

ー 10

- 5

- 5

ー 1

ー 11

短期スポーツ教室（夏コース）

期 回数 備考

- 5

ー 5

短期スポーツ教室（冬コース）

期 回数 備考

- 5

ー 5

スポーツ教室総合計 551 958,000

合計 31 31,000

短期スポーツ教室総合計 82 82,000

ストレッチ＆ジャズ体操 10 1,000 14 14,000

運動不足解消教室 10 1,000 17 17,000

合計 51 51,000

教室名 期　　　間 定員（人） 参加料 申込人数 金額（円）

ラージボール卓球＆軽スポーツ 20 1,000 38 38,000

運動不足解消教室 10 1,000 13 13,000

合計 469 876,000

教室名 期　　　間 定員（人） 参加料 申込人数 金額（円）

中部スポーツ教室 20 無料 18 0

トランポリン教室 10 1,000 11 11,000

やさしいバドミントン教室 10 1,000 7 7,000

バドミントン夜間教室 10 1,000 4 4,000

太極拳 10 2,000 8 14,000

太極拳 10 1,000 8 16,000

太極拳 10 2,000 7 14,000

ベイビー親子交流教室 5 1,000 0 0

〃 10 2,000 7 14,000

バドミントン夜間教室 10 2,000 7 14,000

〃 10 2,000 6 12,000

バドミントン教室 10 2,000 6 12,000

〃 10 2,000 18 36,000

〃 10 2,000 20 40,000

運動不足解消教室 10 2,000 16 32,000

〃 20 2,000 17 34,000

〃 20 2,000 20 40,000

エンジョイテニス(夜） 20 2,000 24 48,000

〃 10 2,000 17 34,000

〃 10 2,000 18 36,000

エンジョイテニス(昼） 10 2,000 20 40,000

〃 10 2,000 11 20,000

〃 10 2,000 11 22,000

さわやか健康教室 10 2,000 11 22,000

〃 20 2,000 16 32,000

〃 20 2,000 14 28,000

ストレッチ＆ジャズ体操 20 2,000 19 38,000

〃 20 2,000 46 92,000

〃 20 2,000 42 84,000

ラージボール卓球＆軽スポーツ 20 2,000 40 80,000

教室名 期　　　間 定員（人） 参加料 申込人数 金額（円）
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平成２８年度　倉吉体育文化会館

期 回数 備考

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

第Ⅰ期 10

第Ⅱ期 10
平成２８年１０月２１日地震
発生（鳥取中部地震）

第Ⅲ期 10

ー 5

ー 10

ー 5

ー 10
平成２８年１０月２１日　　地
震発生（鳥取中部地震）

ー 5
平成２８年１０月２１日　　地
震発生（鳥取中部地震）

ー 1

ー 5 ６/１３～８/１

ー 5
平成２８年１０月２１日　　地
震発生（鳥取中部地震）

短期スポーツ教室（夏コース）

期 回数 備考

- 5

ー 5

ー 5

ー 5

短期スポーツ教室（冬コース）

期 回数 備考

- 5

ー 5

短期スポーツ教室総合計

10

73合計

さわやか健康・運動不足解消教室

〃

1,000

無料

無料

教室名

中部スポーツ教室

トランポリン教室

シニア太極拳 1,000

太極拳

４/２３～７/２

10

太極拳

９/１７～１１/２６

９/５～１１/７ 10

10

44,000

2,000

10

ー

20 2,000

14

112,000

21

2,000

2,00010

６/１４～７/１２ 1,000

2,000

2,000

18

　スポーツ教室　実施状況

ベイビー親子交流教室

太極拳

11

７/１４～８/４

10

４/２０～７/１３

2,000

９/７～１１/１６

500

ー

〃

20

〃

４/２１～７/７

さわやか健康教室 ４/１８～７/１１

20

10

20

3520 2,000

20 2,000 36

教室名 期　　　間

ラージボール卓球＆軽スポーツ

８/１９～１１/１１

〃 １/２０～３/２４

〃

金額（円）参加料

34５/２０～７/２２ 20 2,000

定員（人） 申込人数

68,000

エンジョイテニス(夜）

ストレッチ＆ジャズ体操

〃 ９/２９～１２/８

2,000

20

2,000

エンジョイテニス(昼）

〃

10

22

2,000

４/１９～７/５ 10

９/５～１２/５ 10

2,000

ー

ー

2,000

〃

〃 ９/６～１１/１５

〃

20 26

９/５～１２/５〃

10

5 5,000

〃

運動不足解消教室

25

10

6

2,000

8

10 2,000

ー

635,500

ー

中部スポーツ教室 月曜日 ー

７/９～８/６

22

15

17

11

ー

72,000

４/１８～７/１１ 2,000

ー

29

2,000

0

20 1,000

10

ストレッチ＆ジャズ体操

72,000

28,000

16,000

2,000

ー

スポーツ教室総合計

教室名 期　　　間

8月11日 10

参加料

毎週月曜日

期　　　間

７/２０～８/３

合計

10

エンジョイテニス(昼）

エンジョイテニス(夜） ７/２０～８/３

定員（人） 参加料

定員（人）

353

42,000

22,000

25,000

19,000

金額（円）

14,000

36,000

22,000

52,000

30,000

ー

22,000

ー

6,000

34,000

ー

57,500

15,000

14

14

73,000

７/１２～８/５

1,000 25

運動不足解消教室 10 1,000

19

20

1,000

1,000

5,000

金額（円）

15

申込人数

0

エンジョイテニス(昼） 10 1,000 16 16,000

30,000合計

申込人数

738,500

14,000

103 103,000

30

456



○鳥取県立倉吉体育文化会館の利用料金

平成26年3月31日

鳥取県告示第227号

鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年鳥取県条例第8号)第10条第2項の規

定に基づき、鳥取県立倉吉体育文化会館の利用料金を次のとおり承認したので、同条第3項の規定によ

り告示する。

1 利用料金

(1) 体育文化会館利用料

区分 単位 金額

体育
館

専用利
用

営利を目的としない場合 入場料その他これに類す
るもの(以下「入場料
等」という。)を徴収し
ないとき。

全面1時間につ
き

800円

2分の1面1時間
につき

400円

3分の1面1時間
につき

200円

入場料等を徴収すると
き。

全面1時間につ
き

1,600円

営利を目的とする場合 入場料等を徴収しないと
き。

全面1時間につ
き

28,000円

入場料等を徴収すると
き。

全面1時間につ
き

40,000円

一般利
用

一般人 1人1回につき 70円

大研修室 営利を目的としな
い場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 2,400円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 3,100円

営利を目的とする
場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 4,800円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 6,200円

中研修室 営利を目的としな
い場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 800円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 1,050円

営利を目的とする
場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 1,650円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 2,150円

小研修室 営利を目的としな
い場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 450円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 600円

営利を目的とする
場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 950円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 1,250円

教養室 営利を目的としな
い場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 300円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 450円

営利を目的とする
場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 600円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 900円

クライミング
センター

専用
利用

営利を目的
としない場
合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 3,000円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 4,000円

営利を目的
とする場合

入場料等を徴収しないとき。 1時間につき 7,000円

入場料等を徴収するとき。 1時間につき 10,000円

一般
利用

1月利用券に
よらないで
利用する場
合

ボル
ダリ
ング
施設

幼児、児童、生徒又は学
生(以下「学生等」とい
う。)

1人1回につき 500円

一般人 1人1回につき 700円
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備考

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として

計算するものとする。

2 体育館、大研修室、中研修室、小研修室、教養室又はクライミングセンターを利用する場合に

おいて、冷房又は暖房をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(2)ウに定める冷暖房利用料

を加算するものとする。

3 体育館を専用利用の方法で利用する場合において、次に掲げる照度以上の照明をしたときは、

(1)の表に定める利用料の額に(2)エに定める電灯利用料を加算するものとする。

4 体育館を専用利用の方法で利用する場合において、連続して3時間以上利用するときの利用料の

額は、この表に定める利用料の額に100分の90を乗じて得た額とする。

(2) 設備利用料

ア 体育設備利用料

イ その他設備利用料

全施
設

学生等 1人1回につき 700円

一般人 1人1回につき 1,000円

1月利用券に
より利用す
る場合

ボル
ダリ
ング
施設

学生等 1人につき 4,300円

一般人 1人につき 6,000円

全施
設

学生等 1人につき 6,000円

一般人 1人につき 8,600円

区分 電灯数

体育館 全面使用 12灯

2分の1面使用 6灯

3分の1面使用 4灯

区分 単位 金額

バスケットボールリング 1組1回につき 2,100円

バレーボール用具 1組1回につき 200円

ソフトバレーボール用具 1組1回につき 50円

ハンドボールゴール 1組1回につき 300円

バドミントン用具 1組1回につき 50円

テニス用具 1組1回につき 200円

卓球用具 1組1回につき 100円

ミニトランポリン用具 1組1回につき 200円

電気表示器 1組1回につき 1,050円

移動ステージ 1組1回につき 50円

区分 単位 金額

音響装置 一式1回につき 1,050円

舞台照明 一式1時間につき 1,050円

拡声装置 一式1回につき 1,050円

ワイヤレス・アンプ(マイクロホン1
本含む)

一式1回につき 1,050円

マイクロホン 一式1回につき 200円
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ウ 冷暖房利用料

エ 電灯利用料

1時間1キロワット当たり 30円

2 承認年月日等

(1) 承認年月日 平成26年3月25日

(2) 適用開始年月日 平成26年4月1日

附 則(平成30年告示第186号)

この告示は、平成30年4月2日から施行する。

コンセント設備 1キロワット1時間につき 30円

シャワー 1人1回につき 30円

ビデオ 1台につき 1,050円

オーバーヘッド 1台につき 900円

椅子(体育館) 1脚1回につき 10円

長机(体育館) 1脚1回につき 20円

シューズ(クライミングセンター) 1組1回につき 200円

ハーネス(クライミングセンター) 1組1回につき 200円

ロープ(クライミングセンター) 1組1回につき 200円

チョーク(クライミングセンター) 1組1回につき 100円

区分 金額(1時間につき)

冷房 暖房

体育館 12,100円 9,000円

大研修室 1,700円 900円

中研修室 600円 300円

小研修室 300円 200円

教養室 200円 100円

クライミングセンター(専
用利用の場合に限る。)

300円 300円
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鳥取県立倉吉体育文化会館の利用料減免の取扱要領 

公益財団法人 鳥取県体育協会 

減免事由 減免率 

一 施設使用料 

 １ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規程する学校、同法第１２

４条に規定する専修学校、同法第５５条第１項の規定により指定された技能教

育のための施設若しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第

１項に規定する保育所又は教育に関する活動を行う団体であって知事が別に

定める基準に該当するものが、幼児、児童、生徒又は学生が参加する運動会、

競技会等のスポーツ行事（学年（これに相応するものとして知事が別に定める

ものを含む。）単位以上の規模で行うこと、入場料又はこれに類するものを徴

収しないことその他の知事が別に定める要件に該当するものに限る。）又は生

徒等の作品の展示等の文化芸術に関する行事（学年（これに相当するものとし

て知事が別に定めるものを含む。）単位以上の規模で行うこと、実費を超える

額の入場料又はこれに類するものを徴収しないことその他の知事が別に定め

る要件に該当するものに限る。）のために利用するとき。(県内のものに限る。) 

 (１) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する学校が利用する

とき。 

 (２) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１２４条に規定する専修学校が

利用するとき。 

(３) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第５５条第１項の規定により指定

された技能教育のための施設が利用するとき。 

(４) 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第３９条第１項の規定する保育

所が利用するとき。 

(５) 教育に関する活動を行う団体であって知事が定める基準に該当するもの

が利用するとき。 

ア 中学校文化連盟(市町村単位以上のものに限る。) 

  イ 高等学校文化連盟(市町村単位以上のものに限る。) 

ウ 小学校体育連盟(市町村単位以上のものに限る。) 

  エ 中学校体育連盟(市町村単位以上のものに限る。) 

  オ 高等学校体育連盟(市町村単位以上のものに限る。) 

  カ 私立幼稚園協会 

  キ 書写書道教育研究会 

２ 小学校体育連盟、中学校体育連盟又は高等学校体育連盟が行う講習会等（入 

場料又はこれに類するものを徴収しないものに限る。）のために利用すると

き。 
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(１) 全県の児童・生徒を対象とする場合 

 (２) 郡市単位以上の児童・生徒を対象とする場合 

 ３ 芸術文化団体その他の団体が文化の振興のために行う講演会、講習会、展示

会等（実費を超える額の入場料又はこれに類するものを徴収しないものに限 

る。）のために利用するとき。 

 (１) 全県的組織の芸術文化団体及び社会教育団体が利用するとき。 

 (２) 郡市単位以上の芸術文化団体及び社会教育団体が利用するとき。 

 ４ 身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けた者、障害福祉サービス受給者証の交付を受けた

者、その他知事が定める基準に該当する心身に障がいを有する者又は特定医療

費（指定難病）医療受給者証の交付を受けた者（以下「障がい者等」という。）

及びその介護者が体育館を利用するとき。 

（１） 身体障害者手帳の交付を受けた者が一般利用するとき。 

（２） 療育手帳の交付を受けた者が一般利用の方法で利用するとき。 

（３） 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が一般利用の方法で利用する 

とき。 

（４） 知事が定める基準に該当する心身に障がいを有する者が一般利用の方法で

利用するとき。 

  ア 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長が知的障がい者（児）として

判定し、証明書を交付した者 

  イ 児童相談所長が、児童福祉施設最低基準（昭和 23年厚生省令第 63 号） 

第 48 条第 3号に定める自閉症を主たる症状とする児童であって、病院に収 

容することを要しないと認め、証明書を交付した者 

  ウ 小学校長又は中学校長が、「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教 

育措置について」（昭和 53 年 10 月 6 日付文初特第 309 号文部省初等中等教 

育局長通達）の第 1の 8に規定する児童又は生徒として認め、証明書を 

交付した者（知的障がい、病弱等に伴って情緒障がいを有する者） 

 （５） 障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者が一般利用するとき。 

 （６） 特定医療費（指定難病）医療受給者証の交付を受けた者が一般利用する

とき。 

（７） （１）～（６）の介護者（障がい者等１名につき介護者 1 名）が一般利

用するとき。 

（８） 障がい者等及びその介護者（障がい者等 1名につき介護者 1名）が社会

参加を目的とし、専用利用の方法で利用するとき。 

   ア 利用者のうち、１／２以上が障がい者等の場合 

   イ 利用者のうち、１／２未満が障がい者等の場合 
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 ５ 幼児、児童、生徒又は学生が専用利用（利用しようとする日（当該利用が２

日以上にわたる場合は、その初日。以下「利用日」という。）の６日前から利

用日までの間における申込みに係るものに限る。）をするとき。 

  (全体の利用者に占める県内の生徒等の人数の割合が２分の１以上であるもの

に限る。) 

６ 70 歳以上の者が利用するとき。 

 （１） 70 歳以上の者が一般利用の方法で利用するとき。 

 （２） 70 歳以上の者が社会参加を目的とし、専用利用の方法で利用するとき。 

  ア 利用者のうち、１／２以上が 70 歳以上の者の場合 

  イ 利用者のうち、１／２未満が 70 歳以上の者の場合 

 ７ 要介護者等及びその介護者が利用するとき。 

（１） 要介護者等及びその介護者（要介護者等 1名につき介護者 1名）が一般利 

用の方法で利用するとき。 

（２） 要介護者等及びその介護者（要介護者等 1名につき介護者 1名）が社会参

加を目的とし、専用利用の方法で利用するとき。 

  ア 利用者のうち、１／２以上が要介護者等の場合 

  イ 利用者のうち、１／２未満が要介護者等の場合 

８ 鳥取県が主催する県民スポーツレクリエーション祭で利用するとき。ただ

し、本大会の実施にかかるものとし、かつ実施競技団体長名で申請があったも

のに限る。 

９ 国体強化選手が一般利用でスポーツクライミングセンターを利用するとき 

１０ 県在中のオリンピック強化指定選手が一般利用でスポーツクライミングセ

ンターを利用するとき 

１１ 体育の振興を目的とする県内の公共的団体が、スポーツクライミングの普及

振興及び競技力の向上を目的としてスポーツクライミングセンターを使用

するとき 

１２ その他体育及び文化に関する活動を推進するため、知事が特に必要があると

認めたとき。 

鳥取県が体育及び文化に関する活動を推進するために利用するとき。 

二 設備使用料 

１ 体育等設備に関する減免は次のとおりとする。 

 一の１～３、一の５～６、一の８、一の 1２に該当する場合 

２ その他設備に関する減免は次のとおりとする 

 一の１に該当する場合 

三 暖房又は冷房に係る額並びに体育館の照明（知事が必要と認める照度以上の 

照明）に係る額に関する減免は、一の１に限るものとする 
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